
山崎小のきまり
さつま町立山崎小学校

（家の人といっしょに読みましょう。）

山崎小の子どもは，みんななかよくし，きまりや約束を守り，進んで学習し，せいいっ

ぱいがんばる元気な子どもになるよう，次のことを守りましょう。

☆ 服装（標準服）

１ 年間を通して

（１） くつ下の色は白・黒・紺など派手でなく柄のないもの（ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ可）とします。

（２） くつは，運動に適したものにしましょう。

２ 夏服

（１） 白のカッターシャツ・ブラウスを着用します（ポロシャツ可）。肌着は，必ず着用

しましょう。

３ 冬服

（１） 特に寒い日や体調が悪い日には，防寒着（ジャージなど）を着用してもいいです。

ただし，標準服の下に着るようにしましょう。

（２） 防寒着は，フードの付いていない，白，黒，紺などの，派手すぎないものにしま

しょう。

（３） 手袋，マフラー，ネックウォーマーは，登下校の時だけ使いましょう。

（４） 暖かくなったら防寒着を脱げるように，体育服（上下）を持ってきましょう。

※冬服着用の期間は原則として，１２月～２月とし，その時期に提案します。

☆ 学校生活

１ 登校・始業前

（１） 学校には，午前７時３０分～午前８時までに着くようにしましょう。

（学校は，午前８時１５分に始まります。）

（２） 学校を休むときは，必ず担任の先生か学校に連絡しましょう。

（３） 学校に着いたら，体育服に着替え学習用具の確認や準備をしましょう。

（学習に関係のないものは，学校に持ってきません。）

２ 学習・休み時間・給食・そうじ

（１） 身なりは，いつも正しくしましょう。

・ 体育の時は，体育服を着用します。ただし，寒さが厳しい時は，体が温まるまで

トレーナー類（白・黒・紺など）を着用してもよいです。

（２） 名前を呼ばれたら，「はい。」と元気よく返事をしましょう。

（３） 言葉遣いに気を付け，「さん」をつけて友達を呼びましょう。

（４） チャイムの合図を守り，時間を見て行動しましょう。

（５） 休み時間は，次の学習の準備やトイレなどを済ませてから静かに過ごしましょう

校庭で遊べるのは，２校時休みと昼休みです。

（６） 上ばき，下ばき，体育館シューズの区別をしっかりとつけ，ぬいだものは，きち

んとそろえましょう。



（７） 学校の道具を使うときは，正しい使い方をし，片付けをきちんとしましょう。

（８） ろう下は，右側を静かに歩きましょう。

（９） トイレを使うときは，必ずスリッパにはき替え，出るときには，スリッパをきち

んとそろえましょう。

（１０） 歯みがきや手洗い・うがいをきちんとしましょう。

（１１） そうじは，おしゃべりをしないで，時間いっぱいがんばりましょう。

（１２） 用事で他の教室に入るときは，用事をはっきり伝えましょう。

（１３） めあてをもって，持久走やなわとびなどの体力つくりに取り組みましょう。

（１４） 天気のよい日は校庭で元気よく遊び，雨の日は室内で静かに過ごしましょう。

（駐車場や児童玄関前，ピロティ，物陰などの人目に付きにくいところでは遊びま

せん。）

（１５） 落とし物や忘れ物は，先生に届けましょう。

（１６） 無断で校外に出ません。

３ 放課後・下校

（１） 標準服に着替え，帰りの会が終わったら，日直や係・委員会の仕事を早く済ませ

ましょう。

（２） 下校時刻を守り，寄り道をしないで決められた通学路を帰りましょう。

☆ 家庭生活

（１） 自転車は，自転車保険に入り，交通のきまりを守って乗りましょう。乗るときに

は，必ずヘルメットをかぶって乗りましょう。

（１・２年生は公道で自転車に乗ってはいけません。）

（２） 校区外へは，保護者（大人）といっしょに出かけましょう。

（３） 公共施設（交流館・公民館・公園など）では，マナーを守りましょう。

（４） 言葉づかいは丁寧にし，心のこもったあいさつをしましょう。

（５） 夏時間（４～９月）は午後６時，冬時間（１０～３月）は午後５時までには家に

帰り着きましょう。

（６） 知らない人の誘いには，乗りません。

（７） 宿題や音読・読書・自主学習など，家庭学習に進んで取り組みましょう。

（８） 忘れ物をしないように，前の日に学習の準備を済ませましょう。

（９） 自分の物には，一つ一つきちんと名前を書きましょう。

（１０） 学校へは，できるだけ複数で，歩いて登下校しましょう。ただし，次のような場

合は，保護者の車でも構いません。

○ 大雨のとき

○ 病気やけがなどで，歩いて登下校するのが難しい場合

（１１） インターネットに接続できる機器（パソコン，タブレット，携帯電話，ゲーム機

など）は，午後９時以降は親に預けましょう。

※ 保護者の方々へ

◎ 原則として，できる限り，歩いて登下校させましょう。

◎ 家庭の事情等で携帯電話を持たせたい場合は，許可申請書を担任へ提出してください。


